
本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
六
十
八
号
）
（
県
政

情
報
セ
ン
タ
ー
） 

一 

趣
旨 

 

行
政
不
服
審
査
法
の
全
部
改
正
に
伴
い
、
埼
玉
県
個
人
情
報
保
護
条
例
に
基
づ
く
開
示
決
定

等
に
対
す
る
審
査
請
求
に
つ
い
て
審
理
員
に
よ
る
審
理
手
続
の
適
用
除
外
等
を
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 

㈠ 

行
政
不
服
審
査
法
の
審
理
員
に
関
す
る
規
定
を
適
用
除
外
と
す
る
規
定
の
新
設 

 

㈡ 

個
人
情
報
保
護
審
査
会
の
審
理
手
続
に
関
す
る
規
定
の
整
備 

 

㈢ 

新
行
政
不
服
審
査
法
の
用
語
に
改
め
る
規
定
の
整
備 

 

㈣ 

そ
の
他
の
規
定
の
整
備 

三 

施
行
期
日 

 
 

行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
の
施
行
の
日 

 
 

た
だ
し
、
第
十
七
条
第
三
号
ハ
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日 


